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                           陳   情   の   要   旨  
 

 

2011年３月に起きた福島第一原発の事故は、いまだ収束のめどが立たず、事故

後既に７年以上経過した現在も、まだ、「原子力緊急事態宣言」は解除されてお

りません。  

そのような中で、日本原子力発電株式会社は、昨年 11月、東海第二原発につい

て、法律で定められた原子力発電の 40年制限を超えて、さらに 20年の運転延長を

原子力規制委員会に申請しました。それを受けて原子力規制委員会は、この 11月

７日に東海第二原発の運転延長を認可しました。  

東海第二原発は、首都圏に最も近い原発で、都庁までの距離は福島第一原発か

らの距離の半分程度の 120キロメートルです。より近い東海第二原発で過酷な事故

が起これば、武蔵野市が福島第一原発事故以上の放射能被害をこうむることは明

らかです。  

原子炉等規制法の「 40年ルール」は、老朽化した原発の事故を防ぐための最低

のルールです。  

今後とも原発を基幹電源として期待する人も、コントロール不能で危険な原発

はすぐに廃炉をと考える人も、この問題に関しては、立場の違いを乗り越えて合

意できるのではないでしょうか。  

住民の安全を守るために、当初のルールどおりに東海第二原発の再稼働を認め

ず、廃炉にすることを求める下記内容の意見書を、武蔵野市議会から国に提出す

ることを強く求めます。  

 

記  

   

  放射能被害から住民の安全を守るために、運転開始から 40年を超える東海第二  

原発の再稼働を認めず、廃炉にすること。  

 


